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議 案 第 8 3 号  

 

令和 4 年度世田谷区一般会計補正予算（第 5 次） 

 

令和 4 年度世田谷区一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正及び区分） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,881,143 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 367,061,722 千円

とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入

歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為） 

第 3 条 債務負担行為の変更及び追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。 

 

 

 令和 4 年 11 月 28 日提出 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 



 
                                        （単位：千円） 

 

 
第 1 表 歳入歳出予算補正 

 

歳   入 
 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

13 国 庫 支 出 金  75,402,728 91,602 75,494,330 

 01 国 庫 負 担 金 50,880,615 63,507 50,944,122 

  02 国 庫 補 助 金 24,510,903 28,095 24,538,998 

14 都 支 出 金  35,089,887 2,570,740 37,660,627 

 02 都 補 助 金 18,135,635 2,570,740 20,706,375 

18 繰 越 金  2,833,368 196,184 3,029,552 

 01 繰 越 金 2,833,368 196,184 3,029,552 

19 諸 収 入  12,430,510 22,617 12,453,127 

 04 受 託 事 業 収 入 1,660,383 22,617 1,683,000 

歳 入 合 計 364,180,579 2,881,143 367,061,722 
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歳   出 
 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

02 総 務 費  30,565,816 71,979 30,637,795 

 03 区 民 費 11,677,452 71,979 11,749,431 

03 民 生 費  161,632,205 40,695 161,672,900 

 01 社 会 福 祉 費 70,388,238 28,095 70,416,333 

 02 児 童 福 祉 費 69,572,270 12,600 69,584,870 

05 衛 生 費  27,574,838 1,759,399 29,334,237 

 01 衛 生 管 理 費 4,022,131 348,298 4,370,429 

 03 公 衆 衛 生 費 23,198,357 1,411,101 24,609,458 

06 産 業 経 済 費  5,709,523 948,000 6,657,523 

 01 商 工 費 3,403,380 948,000 4,351,380 

08 教 育 費  26,746,418 61,070 26,807,488 

 03 中 学 校 費 6,081,386 61,070 6,142,456 

歳 出 合 計 364,180,579 2,881,143 367,061,722 

    

 

（単位：千円） 



 

 

 
 

第 2 表 繰越明許費補正 

 

    １．追  加 

 

款 項 事 業 名 金 額 

02 総 務 費   23,971 

 03 区 民 費 玉川地域区民施設改修 20,000 

  スポーツ施設改修工事 3,971 

07 土 木 費   171,100 

 04 公 園 費 公 園 新 設 49,500 

  公 園 用 地 買 収 47,000 

  公園・身近な広場改修 74,600 

08 教 育 費   274,867 

 02 小 学 校 費 小 学 校 施 設 改 修 工 事 267,397 

 03 中 学 校 費 中 学 校 施 設 改 修 事 務 7,470 

 

（単位：千円） 

6 



 7 

 
第 3 表 債務負担行為補正 

 

   1．変  更 
 

事          項 

期    間 ・ 限  度  額 

変 更 前 変 更 後 

八幡中学校改築事業 

令和 5 年度 令和 5 年度～令和 6 年度 

632,790 713,120 

世田谷区議会議員・区長選挙執行における選 

挙ポスター掲示場設置管理等 

令和 4 年度～令和 5 年度 令和 4 年度～令和 5 年度 

189,521 200,388 

 

 
   2．追  加 

事          項 期    間 限  度  額 

中学校普通教室等エアコン賃借 令和 5 年度～令和 18 年度 135,822 

 

 

（単位：千円） 


